
4月1日から火葬場の使用料が変わります
　4月1日から火葬場の使用料が下記のとおり変わります。
新使用料の一部抜粋

※1　町内居住者の適用は、死亡者が死亡時に笠松町の住民基本台帳に記録されている場合です。
c環境経済課　☎388‐1114

危険な盛土等に対する規制を開始
　危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1
日より県内全域を「宅地造成及び特定盛土等
規制法」（通称「盛土規制法」）に基づく規制区
域に指定します。
　そのため、区域指定後に一定規模以上の盛
土や切土、一時的な土石の堆
積を行う場合は、事前に許可
または届出が必要となります。
c岐阜県　建築指導課　☎272‐8631

岐阜基地航空機救難消防訓練
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最
小限に止めるため、法律などで定められた訓練
を行います。訓練に伴い黒煙が発生しますが、
環境に配慮し、灯油の使用は最小限としており
ますので、ご理解をよろしくお願いします。

3月6日（木）（予備日3月7日（金））
午前5時20分～8時
岐阜基地内

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　☎382‐1101

令和7年度貯筋くらぶの参加者を募集します
　貯筋くらぶは、転ばない体づくりを目的とした椅子に座ってできる体操教室です。いつまでも元気で
過ごすために一緒に体づくりをしませんか。みなさんのご参加お待ちしています。

65歳以上の方
100円/回（参加日ごと会場でお支払いいただきます。）
参加申込書を福祉健康センター、役場住民課内健康介護課窓口、
総合交流センターに提出
※参加申込書は申込窓口のほかに町ホームページにも掲載しています。
3月21日（金）
※申込期日以降に参加希望される場合は健康介護課までご連絡ください。

c健康介護課　☎388‐7171

自衛官募集

c自衛隊岐阜地方協力本部 岐阜募集案内所（岐阜基地分室）　☎383‐5118

区　　分

大人（12歳以上）

小動物（合同葬儀）　犬猫と同等大以下

使用料

10,000円　※1

2,000円

町内居住者

80,000円

12,000円

町外居住者

▲町ホームページ

募集種目 受験資格 受付開始日

自衛官候補生

一般曹候補生
18歳以上33歳未満の者

幹部候補生

一般・飛行 22歳以上26歳未満の者

3月1日（土）

予備自衛官補

歯科

薬剤科

一般

技能

20歳以上30歳未満の者

20歳以上28歳未満の者

18歳以上52歳未満の者

18歳以上（国家資格保有者）
1月22日（水）

3月1日（土）

年間を通じて受付

会　場

福祉健康センター

松枝交流センター

総合交流センター

笠松中央交流センター
（7月より福祉会館予定）

笠松中央交流センター

開催日

第1・3水曜日　 9時30分～11時

第1・3水曜日　13時30分～15時

第1・3木曜日　13時30分～15時

第2・4水曜日　 9時30分～11時

第2・4水曜日　13時30分～15時

定員

40人

40人

50人

35人

50人

詳しくは蜷
こちら　

使用済み食用油の回収
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティア団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。

3月14日（金）午前9時30分～11時30分
役場、笠松中央交流センター、松枝交流センター、下羽栗会館

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、古着（布）も同時に回収します。

使用済み食用油の回収は今回（3/14）で終了します

　使用済み食用油は、
　①炒め油として再利用！

②市販の凝固剤で固めるか、布や紙に油を吸わせ、可燃ごみに出す！
　など、生活排水の水質向上のため、ご協力ください。
c環境経済課　☎388‐1114
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